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１．開催日時  令和元年８月９日（金）午前９時から午前１１時３０分 

 

２．開催場所  東近江市役所 新館３１３会議室 

 

３．出席委員  ２１人   欠席委員 １人 
 

議席番号 出欠 議席番号 出欠 

１ 出 １２ 出 

２ 出 １３ 出 

３ 出 １４ 出 

４ 出 １５ 出 

５ 欠 １６ 出 

６ 出 １７ 出 

７ 出 １８ 出 

８ 出 １９ 出 

９ 出 ２０ 出 

１０ 出 ２１ 出 

１１ 出 ２２ 出 

議長 （会長）  

 

４．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 
   

第２ 議事上程 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 非農地証明書交付申請について 

議案第５号 東近江市農用地利用集積計画（案）について 

議案第６号 東近江農業振興地域整備計画の一部変更について 

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第２号 ２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について 

報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

報告第４号 農地の貸借権の合意解約の報告について 
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５．事務局職員 

 

農業委員会事務局 

局 長 参 事 

主 幹 主 事 

    農業水産課 

課長補佐 主 幹 

主 事  

 

６．会議の内容 

 

議 長  ただ今から、令和元年度第５回、８月期の月例総会を開会致します。 

委員総数２２名のうち、現在の出席者数は２１名、欠席者数は１名であり、 

この総会は成立致します。 

      日程第１は、議事録署名委員の指名であります。 

議席番号１７番○○○○委員、１８番○○○○委員を指名致します。 

 

議 長  日程第２は、議事の上程であります。 

     最初に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を 

議題と致します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、農地

法第３条第１項の規定に基づき、農地の権利を移転又は設定したい旨、次のと

おり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  番号１について、大萩町に居住される譲受人と沖野五丁目に居住される譲渡人

から、譲渡人所有の農地２筆、大萩町字大萩○○○番、１５２平方メートル外

１筆、地目「畑」、合計３５３平方メートルについて売買による所有権移転の

申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は３．５３アールとなり、当該申請地にお

いては農地法第３条第２項第５号に規定されているとおり、取得後においての

経営する農地の面積が５０アールに達しませんが、農業委員会が定める大萩町

の別段面積は、３アールであるため下限面積を上回ります。なお、取得前の耕

作面積は０アールであり、営農計画書を提出いただいております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具については鍬、スコップを所有しておられます。

経営農地は世帯一人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 
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番号２について、垣見町を拠点とする農業協同組合である譲受人と佐野町及び

小川町に居住される譲渡人から、譲渡人所有の農地３筆、小川町字堀川○○○

○番、２，９２１平方メートル外２筆、地目「田」、合計４，０２１平方メー

トル について売買による所有権移転の申請がされました。 

本申請につきましては、農業協同組合が農地を育苗ハウスとして利用するため

に、所有権移転される申請です。 

農業協同組合は本来農地を所有することが出来ませんが、農地法第３条第２項

ただし書き、農地法施行令第２条第２項第１号より、「農業協同組合の直接又

は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められる」場合には

例外的に許可でき、下限面積要件も除かれます。今回、農業協同組合が従来使

用していた育苗ハウスの老朽化や一部の育苗ハウスが市外にあり不便であるこ

とから、農業協同組合の育苗センターに隣接している当該農地を育苗ハウスと

して利用する計画を立てられました。農業協同組合の構成員のための水稲、キ

ャベツ、玉ねぎの育苗ハウス３棟として農地を利用するために取得されるため、

許可相当と判断いたしました。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、乾燥機、ト

ラックを所有しておられます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号３について、蒲生郡竜王町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有

の農地１筆、宮川町字藪ノ下○○○○番、１，０９８平方メートル、地目「田」 

について贈与による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１７２．３６アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、地域の農業に配慮するとのことで、周辺

地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、トラックを所有しておら

れ、コンバイン、田植機、乾燥機、籾摺機は地元営農組織と共同利用をされて

います。経営農地は世帯二人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考え

ます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号４について、野口町に居住される譲受人と上羽田町に居住される譲渡人か

ら、譲渡人所有の農地２筆、市辺町字落合○○○○番、１，９５９平方メート

ル外１筆、地目「田」、合計４，０４８平方メートルについて売買による所有

権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１７６．７０アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、地域の農業に配慮するとのことで、周辺

地域との調和要件について問題ないと考えます。 
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また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯二人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です 

 

番号５について、中野町に居住される譲受人と大阪府豊中市に居住される譲渡

人から、譲渡人所有の農地１筆、今崎町字北中道○○○番○、３５０平方メー

トル、地目「畑」について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１０５．５１アールで下限面積を上回っ

ております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯二人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号６について、岡田町に居住される譲受人と大津市に居住される譲渡人から、

譲渡人所有の農地８筆、岡田町字イの坂○○○番外７筆、地目「田」「畑」、 

合計１０，２３０平方メートルについて売買による所有権移転の申請がされま

した。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１，１７２．７４アールで下限面積を上

回っております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号７について、芝原町に居住される譲受人と中野町に居住される譲渡人から、

譲渡人所有の農地１筆、今堀町字佃○○番、１，０２８平方メートル、地目「田」 

について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は２０９．０９アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 
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また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号８について、中野町に居住される譲受人と芝原町に居住される譲渡人から、

譲渡人所有の農地１筆、今堀町字宮之後○○○番、９５５平方メートル、地目

「田」について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１１１．５６アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有されています。経営農地は世帯二人で耕作され、

全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

  それでは、３番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、４番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、５番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、６番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、７番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、８番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第１号の１番から８番につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 
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議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農

地法第４条第１項の規定に基づき農地を転用したい旨、次のとおり申請があっ

たので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  番号１についてご説明いたします。 

本件の申請人は、能登川町に居住する者で自らの農地を自己用戸建専用住宅の

改築、納屋及び離れとして利用する為に転用の申請があったものです。 

     申請地は、東近江市能登川町字三ノ坪○○○番○外１筆、登記地目「畑」、現

況地目「宅地」、合計面積２５９平方メートルの土地です。 

     なお、申請地については、申請人の父が昭和４０年代に住宅、昭和５１年に納

屋、平成４年に離れを建設しましたが、いずれも農地法の許可を受けていなか

ったとして、顛末書付きの申請となっています。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在居住している住宅が老朽化

したため建て替えを計画され、また、納屋と離れは住居に隣接しており利便性

がよいためとしています。 

土地の利用計画については、隣接している宅地とあわせて一戸建て住宅を建設

されます。また、既存の納屋と離れをそのまま利用されます。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤のまま利用されます。雤水について

は、排水升から道路側溝へ放流されます。 

申請地は、市立能登川西小学校から南東へ約４７０メートルに位置し、周囲を

宅地、畑に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、自己資金と借入金にて調達され、一般基準においても基準に

抵触するものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件の申請人は、東近江市杠葉尾町に居住するもので、自らの農地を農機具倉

庫として利用する為に転用の申請があったものです。 

なお、申請地については、平成６年ごろに、申請者が農業用倉庫として農地法

の許可を受けずに宅地造成し利用されていたとして、顛末書付きの申請となっ

ています。 
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申請地は、東近江市杠葉尾町字引ノ岨○○○番○、登記地目は「田」、現況地

目は「宅地」で、面積は２５９平方メートルの土地です。 

申請理由として、経営規模の拡大により農作業場が不足し、新たな機械の導入

や農用資材も増加しており、農機具倉庫を新設することで、効率的な農作業を

実現していくためとしています。 

用地の選定理由につきましては、申請地は集落の外れに位置しており、農作業

における騒音や埃の発生を防ぐことが可能となるためとしています。 

土地の利用計画につきましては、顛末案件の為、現状建物を利用されるもので、

トラクター、田植え機、コンバインなどの農業機械のほか、茶作業に必要な機

械や農業資材を収納する計画とされています。 

雤水については、道路敷にある側溝へ排水されます。 

申請地は、道の駅奥永源寺渓流の里から南東へ約２キロメートルに位置し、周

囲を道路に囲まれた都市計画区域外の農振農用地区域内農地です。農振農用地

区域内農地での転用については、原則許可できませんが、市の農業振興地域整

備計画における農用地利用計画に指定された用途であり、例外的に許可し得る

ものであるため追認許可もやむを得ないと考えます。 

また、一般基準においても基準に抵触するものはなく、法定書類も添付されて

おります。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可相当と判断いた

しました。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

８ 番  ８月６日に○○○○委員と私と事務局で現地調査をしました結果を報告します。 

 

まず、１番ですが、既存住宅の建て替えを計画されており、その段階で申請地

が農地だと分かった顛末案件です。納屋と離れは既存利用で、農地としての利

用は困難であり、転用は止む得ないと判断します。 

 

２番ですが、国道沿いの顛末案件です。当初は３条申請になると全部利用効率

要件で経営規模等や効率的な農業経営ができるかが問題であることから、今回、

農機具倉庫として転用申請となったもので、止む得ないと判断します。 

以上、報告とします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第２号につきまして採決に移ります。 
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本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

     事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農地法第５

条第１項の規定に基づき、農地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、

次ぎのとおり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

番号１についてご説明いたします。 

    本件の譲受人は、今在家町に所在し建設業並びに不動産業を営む法人で、譲渡

人は下岸本町に居住する者外１名で、売買により貸店舗のコンビニエンススト

アとして利用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、東近江市横溝町字出口野○○○番外５筆、登記地目「田、雑種地」、

現況地目「田」、合計面積１，２３６平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在隣接地にあるコンビニエン

スストアの来客が多く手狭となってきたため、隣接している当該申請地に店舗

を新たに建設する計画をされたものです。なお、既存店舗は解体し、跡地を店

舗駐車場として利用される予定です。 

土地の利用計画につきましては、建築面積１９９．８４平方メートルの店舗の

建設と来客用車両１４台分の駐車場として利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤から耕土を３０センチメートル鋤取

り、盛土を平均８０センチメートルされた後、コンクリート仕上げとされます。

雤水については、敷地内に側溝を設置し既設水路へ放流される計画となってお

ります。 

申請地は、東近江市湖東支所から北西へ約２６０メートルに位置し、周囲を宅

地、用水路、用悪水路に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土

地であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良

事業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い

農地であることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、隣接土地との一体利用であって、事業目的達成のた

めに当該農地が必要と認められるものであることから例外的に許可できるもの

です。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、愛知川沿岸土地改良区の意見書等、法定書類も添付されてお

り、その他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

     なお、申請地は都市計画法第２９条の規定による開発許可申請中であり、農地

転用の許可はこの許可と同時に行うものとします。 

 以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 
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 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件の譲受人は林田町に居住する者で、譲渡人は京都府京田辺市に居住する者

で、売買により住宅として利用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、東近江市小池町字里中○○○番、登記地目「畑」、現況地目「宅地」、

面積３５３平方メートルの土地です。 

     なお、申請地については、譲渡人が平成１５年頃に農業用物置を設置しました

が、農地法の許可を受けていなかったとして、顛末書付きの申請となっていま

す。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人夫婦は、現在、両親と同

居しておりますが、妻の出産を控え、現在の住宅では手狭となるため新たな住

宅の建設を検討されましたところ、実家からも遠くなく、土地所有者との話も

まとまったことから当該申請地を選定されました。 

土地の利用計画につきましては、建築面積７０．８０平方メートルの住宅の建

設と自家用車２台分の駐車場、庭として利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、整地のみを行い、転圧仕上げとされます。雤

水については、地下浸透にて処理される計画となっております。 

申請地は、市立湖東第三小学校から北東へ約７００メートルに位置し、周囲を

宅地、道路、雑種地に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土地

であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事

業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農

地であることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅であることから、例

外的に許可できるものです。 

資金については、金融機関からの借入とする計画で、一般基準においても基準

に抵触するものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

担当農業委員は、○○○○委員です 

 

番号３についてご説明いたします。 

    本件の譲受人は蒲生郡日野町に居住する者で、譲渡人は上平木町に居住する者

で、売買により駐車場として利用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、東近江市上平木町字大開道○○○○番、登記地目「田」、現況地目

「雑種地」、面積２３１平方メートルの土地です。 

     なお、申請地については、約２０年前に譲渡人が、農地法の許可を受けずに駐

車場として整地し利用していたとして、顛末書付きの申請となっています。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、譲受人は、隣接地で牛乳販売業

を営んでおりますが、敷地内だけでは従業員の駐車スペースが不足しておりま

す。そこで、店舗に隣接しており、利便性がよいことから当該申請地を選定さ

れました。 

土地の利用計画につきましては、従業員用の駐車場１０台分として利用される

計画であります。 
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土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雤

水については、地下浸透にて処理されます。 

申請地は、平田コミュニティセンターから北西へ約８００メートルに位置し、

周囲を宅地、用悪水路、道路に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地

の土地であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地

改良事業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の

低い農地であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の業務上必要な施設で、集

落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

  

番号４についてご説明いたします。 

本件の譲受人と譲渡人はともに五個荘五位田町に居住する者で、使用貸借によ

り住宅敷地に転用するため申請があったものです。 

申請地は、東近江市五個荘五位田町字下羽留○○○番○外１筆、登記地目「畑」、

「田」、現況地目「宅地」、合計面積２８７平方メートルの内８９平方メート

ルの土地です。 

なお、当該申請地は、昭和６０年頃に譲渡人が隣接地に農業用倉庫を建築した

際に、許可を受けずに一緒に造成したとして、顛末書付きの申請となっており

ます。 

申請理由及び土地の選定理由につきまして、自宅の出入口と敷地内の通路を確

保するのに、自宅に隣接しており利便性の良い当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、出入口及び通路として使用される計画です。

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雤

水については、前面水路へ放流される計画となっております。 

申請地は市立五個荘中学校から北北西へ約７３０メートルに位置し、周囲を道

路、宅地、畑に囲まれた都市計画区域市街化調整区域内の農振白地の土地であ

ります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等

の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地で

あることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地につきましては、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる

場合は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施

設で、集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるも

のです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

以上、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

 担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

番号５についてご説明いたします。 
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本件の譲受人は、甲賀市信楽町に居住する者で、譲渡人は愛知郡愛荘町に居住

する者で、売買により貸駐車場として使用するため申請があったものです。 

申請地は、東近江市大覚寺町字垣内○○○番、登記地目、現況地目はいずれも

「畑」で、面積は９２平方メートルの土地です。 

申請理由として、申請地に隣接するグループホームに家族が入居しております

が、施設訪問時には駐車場がなく、施設利用者の安全確保が必要なため申請が

あったものです。 

用地の選定理由につきましては、グループホームの隣接地であり、一体利用が

できるためとしています。 

土地の利用計画につきましては、駐車場３台分、９２平方メートルとして利用

されます。 

造成計画については、耕土を１５センチメートル程度鋤取り、平均１５センチ

メートル程度の盛土をして整地をし、表面は舗装などを施さず、砕石で仕上げ

る程度で、雤水については地下浸透で処理する計画としています。 

申請地は、東近江市立愛東北小学校から南東へ約１キロメートルに位置し、周

囲を宅地、用悪水路に囲まれた、都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土

地で、農業公共投資の対象となっていない団地規模がおおむね１０ヘクタール

未満の生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断されます。 

第２種農地は、事業の目的を達成するために申請地に代えて周辺の土地を供す

ることができるときは原則許可できませんが、既存施設と一体的に設置し利用

することが必要な施設であり、他に代替地を求めることができないものである

ことから許可し得るものと考えます。 

資金については、全額自己資金により賄われ、一般基準においても、基準に抵

触するものはなく、添付書類についても問題はありませんでした。 

以上のことから、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、転用許可相当

と判断いたしました。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

     以上です。ご審議よろしくお願いします 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案についても事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

９ 番  ８月６日に○○○○委員と私と事務局で現地調査をしました結果を報告します。 

 

まず、１番ですが、県道交差点のコンビニが手狭であり、申請地にコンビニと

駐車場を建設し、現在のコンビニの跡地を駐車場に利用される計画です。隣接

農地へは別の進入路があり、農地の利用に問題はなく、周辺には公共施設や金

融機関等があり、立地として問題ないと判断します。 

 

２番ですが、申請地の譲渡人は県外在住です。集落居住地内の公民館の前にあ

る農地で、戸建て住宅として適地であり、転用許可相当と判断しています。 

 

３番ですが、牛乳販売所の譲受人が従業員駐車場として利用されるものですが、

既に譲渡人が駐車場として利用されていた顛末案件で、止む得ないと判断しま

す。 
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４番ですが、農舎を建てた時に一緒に造成してしまった顛末案件ですが、今回、

住宅を建てるにあたり、道路と接する部分に細長く農地があるため、住宅地の

出入口と通路として申請されたものです。周辺は住宅地であり問題はなく、転

用許可相当と判断します。 

 

５番ですが、申請地に隣接するグループホームに入所されている方の父親が、

来客用の駐車場として利用するよう申請されています。現状では駐車スペース

が非常に狭いことから、止む得ないと判断します。 

 

以上で調査報告を終わります。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 

  それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

     それでは、２番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、３番について何かご意見はございますか。 

 

２０番  申請地の近くで転用案件がありましたが完了していますね。 

 

事務局  完了しています。 

 

議 長  それでは、４番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、５番について何かご意見はございますか。 

    （異議なし） 

 

議 長  それでは採決に移ります。議案第３号の１番から５番を承認される方は挙手を

願います。 

（挙手全員） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第４号「非農地証明書交付申請について」を議題と致します。 

     事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第４号、非農地証明書交付申請について、東近江市非農地証明

事務取扱要領の規定に基づき、次のとおり申請があったので、証明書を交付す

ることについて意見を求めます。 

 

番号１についてご説明いたします。 
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本件の申請人は、彦根市に所在する旅客鉄道業務を行う法人で、申請地は、五

個荘小幡町字新田○○○番○外２筆、登記地目「田」、現況地目「軌道敷」、

合計面積１８４．９１平方メートルの土地です。 

申請地は、申請者が昭和１８年７月１６日より、建築資材等の供給を目的に線

路の整備を行い、昭和２６年に売買により取得しました。 

申請地は、昭和２１年時点で当時の空中写真から非農地化していると判断され、

その土地の所有者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和２７年１

０月２０日以前に非農地としたものであり、当該土地を農地以外の用に供され

ていたことが明らかであると考えられます。 

     また、地元自治会長・農業組合長の署名・押印した「事実証明書」と併せて、

地元の昭和２年生まれの方からも事実証明を頂いております。 

以上、東近江市非農地証明事務取扱要領第４条第１項第１号 その土地の所有

者又は使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和２７年１０月２０日以前

に非農地としたもので、当時から建物若しくは工作物の建造、宅地造成、道水

路の設置又は植林等をすることにより、当該土地を農地以外の用に供されてい

たことが明らかなものに該当すると判断いたしました。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。本案については、事前調査がなされております

ので、調査の報告を求めます。 

 

８ 番  ８月６日に○○○○委員と私と事務局で現地調査を行いました。 

     五個荘駅に向かう、昭和２５年頃の愛知川の砂利運搬用の軌道敷きであり、現

在は農地としての利用はなされておらず、農地ではないと判断し、問題がない

ことを確認いたしました。 

     これで、調査報告を終わります。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 

  それでは審議に入ります。 

     何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

   

議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第５号「東近江市農用地利用集積計画（案）について」を議題と致

します。 

     それでは、事務局の説明を求めます。 

 

主 事  議案第５号東近江市農用地利用集積計画（案）を説明させていただきます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により市が農用地利用集積計画

を定めるものです。 
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      農用地利用集積計画は８月３０日の公告を予定しておりまして、公告によって

所有権が移転され、利用権が設定されることになります。 

 

      今回の所有権移転は１件１筆、１，４８３平方メートル、利用権設定は１０件

２４筆、４１，８６０平方メートル、このうち、円滑化事業により農協を間に

はさんだ貸借は１件２筆、４，２４４平方メートルです。設定を受ける認定農

業者は４名で３７，２３９平方メートルが集積されており、認定農業者への集

積率は約８６パーセントです。 

 

     まず、議案の１ページ目が所有権移転で、２ページ以降が利用権設定の議案に

なっております。次に補足説明をさせて頂きます。 

 

１ページの番号１の所有権を移転する農地は小川町の１筆であり、１筆で○○

○，○○○円を対価として売買により、令和元年９月９日に所有権が移転され、

移転をする者は小川町に居住する者で、移転を受ける者は垣見町に居住する認

定農業者となっております。 

 

     次に貸借の利用権関係ですが、２ページから５ページまでが所有者と耕作者に

よる利用権設定で、６ページが円滑化事業による貸借となっております。 

 

     以上が補足説明です。 

 

本案については、農用地の効率利用、安定的に農業経営を行うと考えられます

ことから、農用地利用集積計画（案）の決定をお願いするものです、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

 

議 長  本案につきまして何かご意見はございますか。 

        （異議なし） 

 

議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第６号「東近江農業振興地域整備計画の一部変更について」を議題

とします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  説明については、農業水産課主幹より説明させます。 

     その後、農業委員会の見解について事務局参事から説明させます。 

 

議 長  それでは、農業水産課の説明をお願いします。 

 



15 

主 幹  平成３１年４月に申出がありました東近江農業振興地域整備計画の一部変更つ

いて説明させていただきます。 

 

１件目について説明いたします。 

本件の申出人は、東近江市三津屋町○○○番地、○○○○○○○○で、土地改

良法に基づいて設定された非農用地区域を農振除外するものです。 

申出地は、三津屋町字柿立○○○○番外１５筆、登記地目は公衆用道路、現況

地目は道路、面積１９，７７８平方メートルです。 

県営土地改良事業により、市道用地と交差する都市計画道路と幼保一体施設へ

の接続道路の確保及び市道用地の拡幅を行う計画です。 

地元土地改良区、農村まるごと保全向上対策活動の意見についても問題はあり

ませんでした。 

 

２件目について説明いたします。 

本件の申出人は、○○○○○○○で、土地改良事業を実施するため、農振農用

地区域に編入をするものです。 

申出地は東近江市種町字九ノ坪○○○○番○外１８筆、登記地目は田、現況地

目は田、面積は３，２９２平方メートルです。 

計画は、土地改良事業に際し、現況が農地である土地について、今後も耕作に

供する農地として維持管理していく為としています。 

農振農用地区域への編入のため、土地改良区も含め関係機関については特に問

題はありませんでした。 

 

３件目について説明いたします。 

本件の申出人は、東近江市宮荘町○○番地○、○○○○株式会社で、自社の駐

車場として利用する為、除外申出されるものです。 

申出地は宮荘町字沖ノ町○○○○番外１筆、登記地目は田、現況地目は田、面

積は３，８９２平方メートルです。 

申出者は、ガス等エネルギー販売事業から工事設計施工等幅広い分野での事業

展開しており、４箇所で１２０台程が駐車できる駐車場を利用している。この

うち大型車両及び関連会社の駐車場５０台分の駐車場を土地所有者に返還する

ことになったため、今回の申出地に既存の５０台と新卒採用者１０名分及び社

用車１０台分の合計７０台分の駐車場を設ける計画としています。 

地元土地改良区、農村まるごと保全向上対策活動の意見についても問題はあり

ませんでした。  

 

４件目について説明いたします。 

申出人は、東近江市柏木町○○○番地○、○○○○で、屋敷畑として利用して

きた土地で建物に挟まれた土地を駐車場として利用する為、除外申出をするも

のです。 

申出地は、柏木町字西之海道○○○番○、登記地目は田、現況地目は宅地、面

積は２２７平方メートルです。  

計画は、隣接の既存住宅に居住されている申出者が自宅の駐車場用地として４

台分を駐車する計画。家族が使用する車が増え、スペースが不足していること

から除外申出を行うものです。 
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申出地は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区平成１６年県営かんが

い排水事業愛知川地区の実施地区であります。 

また、地元土地改良区、地元農業組合、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対

策活動の意見書についても問題ありませんでした。 

 

５件目について説明いたします。 

本件の申出人は、上平木町○○○○番地、特定非営利活動法人○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○で、隣接地で運営しているグループホーム

とデイサービス事業の勤務職員の通勤用車両を置く駐車スペースとして利用す

るものです。 

申出地は上平木町字井坪○○○○番○外２筆で、登記地目は畑、現況地目は雑

種地、面積は３３６．５平方メートルです。 

計画は、駐車場、庭になっていますが、県との協議の中で庭については、不要

不急の用途ではなく、除外がやむを得ない理由にならないため、駐車場のみの

計画に修正しています。職員用として１０台、来客用として６台分の計画です。 

申出地は、昭和５３年の団体営ほ場整備事業江岸川地区の実施地区であります。 

地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書につい

ても問題ありませんでした。 

 

６件目について説明いたします。 

申出人は、中小路町○○○番地、株式会社○○で、買い付けた車両の一時預か

りや販売店で預かった車両の一時預かりをされています。なお、前回の農振除

外申出期の平成３０年１０月に申出された土地の隣接地に駐車場を増設するも

のです。 

現施設では、駐車場が不足状態であり、前回の１０月申出の隣接地の所有者の

協力が得られたため、第２駐車場として拡大する計画。 

昨年１０月に布施町から申出地の隣接地に拠点である本社を移転しており、布

施町にある車両置場がなくなることからその代替する施設として申出されてい

ます。 

貨物自動車運送事業法では、市街化調整区域内では運送業の許可が得られませ

んが、都市計画法の中で八日市インターから２キロメートル以内なら立地でき

る為、大規模流通業務施設として開発許可を受け本社を移転されました。 

また、土地の利用計画は約３００台の車両置場としています。内訳は従業員用

が３０台と布施町にある車両分１５０台分、業務拡張分が１２０台分としてい

ます。 

また、土地改良区の受益地でもなく、地元農業組合からも特に意見はありませ

んでした。 

 

７件目について説明いたします。 

本件の申出人は、小脇町○○○○番地、○○○○○○○○○○○で、土地改良

法に基づいて設定された非農用地区域を農振除外するものです。 

申請地は、小今町字南出○○○番外９筆、登記地目は宅地、現況地目は宅地（雑

種地、ため池、墓地、駐車場）、面積１９，７７８平方メートルです。 

計画は、県営土地改良事業により非農用地計画に伴うものであり、平成２１年 

県営ほ場整備事業中野第一地区、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、 

平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実施地区であります。 
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また、地元土地改良区、地元農業組合、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対

策活動の意見書についても問題ありませんでした。 

 

８件目について説明いたします。 

本件の申出人は、京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町○○○番地、株式会

社○○○○○○○○で、企業合併に伴う事業所の統合により駐車場を増設する

ものです。 

申出地は、北花沢町字上松○○○○番外１筆、登記地目は田、現況地目は田、

面積は、３，３６４平方メートルです。 

計画は、現在、今堀町３８０番地４に事業所がある八日市急送株式会社と本年

１１月に企業合併をするため、保有トラック２３台と職員駐車場１７台程度を

駐車できるよう整備するもの。既存の営業所は、トラック２１台、従業員２１

名で稼働しているとのことです。 

申出地は、昭和６１年県営ほ場整備事業湖東地区花沢工区、昭和５９年国営か

んがい排水事業愛知川地区、平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実

施地区であります。 

また、地元土地改良区、地元農業組合、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対

策活動の意見書についても問題ありませんでした。 

 

９件目について説明いたします。 

申出人は、近江八幡市金剛寺町○○○番地○○○○○○○○○号室、○○○○

外 1名で、現在アパートに居住されていますが、将来家族が増えると手狭にな

るため、妻の実家近くで敷地を検討されたが、代替地がなく、妻の父が所有す

る申出地の一部に建築する計画となったとのこと。妻の実家からも近く、また、

若者の集落離れが進む中、若い家族が居住することで地域の活性化に繋がると

考えておられます。 

申出地は、市辺町字出口○○○○番○の一部で、登記地目は畑、現況地目は田、

面積は４３６平方メートルです。 

申出地は、昭和５２年団体営ほ場整備事業西市辺地区、昭和５９年国営かんが

い排水事業愛知川地区、平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実施地

区であります。 

また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 

 

１０件目について説明いたします。 

申出人は、一式町○○○番地○、○○○○○○で、現在営んでいるバルブ加工

業の受注が増加することに伴い、現在の敷地では、来客者及び従業員の駐車場

が手狭になり、新たに車両置場を増設するものです。 

計画は、既存事業所の近くで敷地を検討されたが、代替地がなく、事業所に近

接している土地所有者の同意が得られ、周辺の農地にも影響がない当該地が 

適していると判断されています。 

申出地は、一式町字上門○○○○番、登記地目は畑、現況地目は畑、面積は１

１２平方メートルです。 

申出地は、平成１８年県営ほ場整備事業市原地区の実施地区であります。 

また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 
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１１件目について説明いたします。 

申出人は、布施町○○○番地、○○○○で、現在営んでいる自動車及び自動車

用品の販売、整備の業務拡大に伴い、大型トラック、トレーラーの中古車販売

の車両置場が手狭になり、新たに車両置場を増設するものです。 

計画は、既存事業所の近くで敷地を検討されたが代替地が見当たらず。申出地

は、既存の車両置場に地続きで、利用がしやすく、近隣住民の生活や交通安全

の支障をきたす恐れがない土地で、事業所に近接している土地所有者の同意が

得られ、周辺の農地にも影響がない当該地が適していると判断されています。 

申出地は、布施町字向井田○○○○番外１筆、登記地目は田、現況地目は田、

面積は２，８７２平方メートルです。 

申出地は、昭和６３年団体営ほ場整備事業布施南部地区、昭和５９年国営かん

がい排水事業愛知川地区、平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実施

地区であります。また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上

対策活動の意見書についても問題ありませんでした。 

 

１２件目について説明いたします。 

申出人は、平柳町○○○○番地、○○○○○で、住宅を新築するため、駐車場

が確保できず、地続きの隣接地を駐車場とするものです。 

計画は、既存住宅の近くで敷地を検討されたが代替地がなく、土地の形状から

地続きで利用がしやすい当該地が適していると判断されています。 

申出地は、平柳町字大海道○○○○番、登記地目は畑、現況地目は宅地、面積

は９６平方メートルです。 

申出地は、昭和５９年県営ほ場整備事業湖東北部地区平柳工区の実施地区であ

ります。また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動

の意見書についても問題ありませんでした。 

 

１３件目について説明いたします。 

申出人は、南清水町○○○番地○○、○○○○で、関西電力の下請け事業をさ

れており、既存の敷地では電柱、支柱などの資材や運搬用工事車両などの置場

が手狭になり、資材置場が確保できず、地続きの隣接地を資材置場とするもの

です。 

計画は、事業所の近くで敷地を検討されたが代替地がなく、土地の形状から地

続きで利用がしやすい当該地が適していると判断されています。 

申出地は、南清水町字下田井○○○番外２筆、登記地目は畑、現況地目は畑、

面積は７２５平方メートルです。昭和５５年県営ほ場整備事業豊国地区５－５

工区の実施地区であります。 

また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 

 

１４件目について説明いたします。 

申出人は、大阪市西区新町○丁目○○番○号、○○○○○○○○○株式会社で、

現在の平柳町地先にある滋賀工場でアルミニウム合金を製造されており、既存

敷地内にある資材置場に新規工場の建築及び就業人数の増加により、現在の資

材置場が手狭になり、不足している駐車場と資材置場が確保できず、隣接地に

整備するものです。 
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計画は、事業所の近くで敷地を検討されたが代替地がなく、土地の形状から地

続きで利用がしやすい当該地が適していると判断されています。 

申出地は、昭和６０年団体営ほ場整備事業祗園地区、昭和５９年国営かんがい

排水事業愛知川地区、平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実施地区

であります。 

また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 

 

１５件目について説明いたします。 

申出人は、彦根市佐和山町○○○番地○、株式会社○○○○で、現在、彦根市

佐和山町でプラント製造業をされており、事業拡大に伴い、社長の自宅の一部

を事務所にし、新店舗を設立する計画とのこと。これに伴い事業に必要な資材

置場及び従業員駐車場が必要となるため、自宅兼事務所の隣接地に整備するも

のです。 

計画は、自宅兼事務所の近くで敷地を検討されたが代替地がなく、土地の形状

から地続きで利用がしやすい当該地が適していると判断されています。 

また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 

 

１６件目について説明いたします。 

申出人は、横溝町○○○番地、○○○○で、現在、市内で建設業、社会福祉業、

不動産業を営んでおられ、別々の場所にある事務所を集約し、申出地の隣接地

に新社屋を計画であり、これに伴い来客者、職員駐車場が必要で、建設機械置

場も集約するため、事務所の隣接地に整備するもの。また、既存の関連事業所

であるデイサービスの駐車場として一体的に利用するものです。 

計画は、事務所の近くで敷地を検討されたが代替地がなく、土地の形状から地

続きで利用がしやすい当該地が適していると判断されています。また、申出地

はすべて加藤氏が会社に貸付を行うものです。 

申出地は、平成２年県営ほ場整備事業湖東地区池庄工区、昭和５９年国営かん

がい排水事業愛知川地区、平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実施

地区であります。 

また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 

 

最後になりますが、１７件目について説明いたします。 

申出人は、大阪市北区大淀中○丁目○番○○号、○○○○株式会社で、現在、

滋賀県及び岐阜県の拠点として北花沢町に京滋東支店を置かれています。主に

は、住宅部材の材料、資材の搬出入、住宅完成部材の搬出運搬をしている物流

運輸会社を営んでおられるが、取引先の事業改変に伴い、取引する資材が増え、

既存倉庫では満杯状態であるため、既存倉庫と同規模の倉庫を増築するもので

す。 

計画は、事務所の近くで敷地を検討されたが代替地がなく、土地の形状から地

続きで利用がしやすい当該地が適していると判断されています。 

申出地は、昭和６１年県営ほ場整備事業湖東地区花沢工区の実施地区でありま

す。 
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また、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

についても問題ありませんでした。 

     以上で説明を終わります。 

 

議 長  続いて、委員会事務局より見解の説明をお願いします。 

 

事務局  それでは、議案第６号に係る農地転用の許可見込み並びに、このことに伴う農

業振興整備計画の一部変更における農業委員会の見解を説明いたします。 

 

番号１ですが、○○○○○○○○が土地改良法に基づく非農用地設定を行うも

のであり、県営事業のため、県関係部局間で十分連絡調整を行い、関係市町と

十分行った上、その結果を農業委員会に通知されるもので、非農用地設定に伴

い、農振除外は止むを得ないと判断します。 

 

番号２ですが、○○○○○○○○が土地改良区域に編入するため、今回農用地

区域内に編入されるものであり、近傍の標準的な農地と比べ生産性が高い農地

として、農用地区域の編入は適当と判断します。 

 

番号３ですが、宮荘町の○○○○株式会社が現状の駐車場の所有者から、返還

を求められており、申請地が住宅その他申請に係る土地の周辺において、居住

する者の業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、

転用の確実性、周辺の農地の営農条件への支障について、農振除外は止むを得

ないと判断します。 

 

番号４ですが、自己用の駐車場です。生産性の低い農地で住宅その他申請に係

る土地の周辺において、居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続し

て設置されるものであることから、農振除外は止むを得ないと判断します。 

 

番号５ですが、上平木町の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が

職員駐車場とするためのものです。施設に隣接することで、事業目的を達成す

ることができますので、転用許可見込みはあり、農振除外は止むを得ないと判

断します。 

 

番号６ですが、中小路町の株式会社○○が第二期の小型自動車置場として計画

しているものです。生産性の低い農地であり、第一期の土地と隣接しているこ

とや転用の確実性の見込みもあり、周辺の農地の営農条件への支障については

最小限であり、農振除外は止むを得ないと判断します。 

 

番号７ですが、○○○○○○○○○○○○が土地改良法に基づく非農用地設定 

であり、○○○番は、県営土地改良事業に伴う調整で残りの９筆は非農地です。

農振除外はやむを得ないと判断します。 

                           

番号８ですが、京都市下京区の株式会社○○○○○○○○が企業合併に伴う事

業所統合のため駐車場増設するものです。一種農地ですが、拡張部分の面積が

既存施設の面積の２分の１を越えないため、周辺農地への影響も支障はないと

思われますので、農振除外はやむを得ないと判断します。 
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番号９ですが、自己用戸建て住宅です。一種農地ですが、居住する者の日常生

活上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであり、農振除外は止むを

得ないと判断します。 

 

番号１０ですが、一式町の株式会社○○○○○○が従業員駐車場として設置す

るものであり、生産性の低い一種です。集落に居住する者の業務上必要な施設

で、集落に接続して設置されるため、農振除外はやむを得ないと判断します。 

 

番号１１ですが、布施町の自動車業を営む者が業務拡大に伴う大型車の車輌置

場として設置するものであり、一種農地ですが、拡張部分の面積が既存施設の

面積の２分の１を越えず、周辺農地への影響も支障はないと思われますので、

農振除外はやむを得ないと判断します。 

 

番号１２ですが、自己用駐車場です。一種農地ですが、集落に居住する者の日

常生活上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、農振

除外は止むを得ないと判断します。 

 

番号１３ですが、南清水町の申請人が資材置場を設置するものです。一種農地

ですが、集落に居住する者の業務上必要な施設で、集落に接続して設置される

ため、農振除外はやむを得ないと判断します。 

 

番号１４ですが、大阪市の○○○○○○○○株式会社が業務拡張に伴い、駐車

場と資材置場兼緑地を設置されるものです。一種農地ですが、拡張部分の面積

が既存施設の面積の２分の１を越えないため、周辺農地への影響も支障はない

と思われますので、農振除外はやむを得ないと判断します。 

 

番号１５ですが、彦根市の株式会社○○○○が事業店舗新設に伴い、資材置場

と従業員駐車場を設置されるものです。二種農地で、業務上必要な施設で自宅

に隣接して設置されるため、農振除外はやむを得ないと判断します。 

 

番号１６ですが、横溝町の申請人が建設業等を営む者の新社屋集約に伴い、貸

建設機械置場及び来客者、職員用貸駐車場を設置されるものです。一種農地で

すが、集落に接続して設置され、周辺農地への影響も支障はないと思われます

ので、農振除外はやむを得ないと判断します。 

 

番号１７ですが、大阪市の○○○○株式会社が業務拡帳に伴い、倉庫を設置さ

れるものであり、一種農地ですが、拡張部分の面積が既存施設の面積の２分の

１を越えず、周辺農地への影響も支障はないと思われますので、農振除外はや

むを得ないと判断します。なお、既存敷地は、平成２９年１０月に転用済です。 

 

     以上のことから、事務局の意見案としまして、番号１につきましては、除外は

止むを得ない。番号２につきましては、編入は適当である。番号３から番号１

７までは、除外は止むを得ないと判断します。以上です。 

 

議 長  説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

議案第６号について、何かご意見はございますか。 
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２ 番  ７番の小今町のところの確認ですが、三角地の吸い込み池は、将来的に蛇砂川

に接続されて農地に戻るのではないですか。 

 

主 幹  蛇砂川の改修放線が書かれていませんのが、市の道路課と管理課に協議をして

いますが、意見がありませんでした。県営土地改良事業によるものですが、申

し出の書類に記載がなく、確認が出来ていませんので、この場での回答を控え

させてもらいます。 

 

２ 番  蛇砂川に接続されれば、吸い込み池は無くなるのでは。自分の集落でも農地に

戻ると言うことで残していますが、確認しておいてください。 

  それと、もう一点ですが、７番、９番、１１番の地域は、農業委員も推進委員

も注視している人・農地プランが出来ていない地域です。そこに、このような

事象が一種農地の良い所でポロポロと上がってきますが、担当の農業水産課も

厳しく真剣に考えていただきたい。プランが出来ていない集落に委員が入って

も、集落の農家と意見が合わない。委員にプランを押し付けるようなやり方は

止めてほしい。 

 

議 長  農業水産課が主体的に先導して積極的にプランの推進をしていただきたい。 

 

２２番  意見ではありませんが、２番の種町での編入について、資料では地図上の表示

面積が減となっていますので、訂正の必要があります。 

 

主 幹  説明ができておらず、申し訳ありません。４番の柏木町の地図上の表示面積も、

２７７平方メートルを２２７平方メートルに訂正をお願いします。 

 

７ 番  合計欄の減尐する面積も、５２６万４千７５０平方メートルとなっていますが、

コンマの表示の間違いではないでしょうか。実際の１００倍になっていますの

で、５万２千６４７．５平方メートルに訂正の必要があります。 

 

主 幹  申し訳ございません。そのように訂正をお願いいたします。 

 

１９番  １７番の北花沢町の倉庫の件ですが、既存の面積を含む１．５倍までの要件が

あるため、残りが今回の追加申請になったと思います。操業と必要な拡張を繰

り返すことへの考え方はどうなのですか。 

 

事務局  その次を見越して一度に申請することは出来ません。第一期事業が完了した後、

二期目の事業として、その期間に制限はありません。 

 

１２番  １４番の祇園町の件ですが、申請が５千ですから既存は１万平方メートルくら

いあるのですか。それと、申請者は○○○○○○○○株式会社ですが、地図で

は○○○○○○○となっていますので、社名が変わったのですか。全くの別会

社なのですか。 

 

主 幹  面積はクリアしています。また、最新の地図では○○○○○○○○株式会社滋

賀工場となっています。会社の統合によるものと思われます。 

 

１２番  いつ頃に社名が変更されたのですか。 
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主 幹  資料を持ち合わせていませんので、確認しておきます。 

 

９ 番  申請者と所有者がある訳ですが、所有者の同意があって除外申請されるのです

ね。 

 

主 幹  そのとおりです。 

 

３ 番  この変更案がとおれば、その後に４条、５条の転用許可を申請され、審議する

ことになるのですか。 

 

事務局  そのとおりです。今回が４月申請ですので、来年４月に決定される予定です。

決定を受けて、転用申請をされることになります。 

 

９ 番  １年の期間が長いですね。前にも話したが、１年待ってと言われたら、その間

に違うところで土地を買って家を建ててしまう人もあるのでは。タイムラグが

無いような特例でも考えなければいけないのではないでしょうか。 

 

課長補佐 手続き上、県にも協議し同意を得る必要があり、また、法律で定められた縦覧

公告期間も設けなければなりません。市関係部署等との他法令による協議も必

要です。多くの案件について、年間２回の申請受付なのですが、県に対して、

手続きが短縮できるよう要請しているのが現状ですので、ご理解をお願いしま

す。 

 

９ 番  県にはそのような要請をしっかり伝えてもらい、市内部でも検討をお願いした

いと思います。 

 

７ 番  手続き期間の関係ですが、市に権限移譲されれば出来るものではないのですか。

それとも、移譲することで、市の事務量による労力や案件への対応で国県の方

針と相違するなど何か問題があるのですか。委員会としては、移譲してもらい

たいと思っているのですが。その場合、困られることがあるのですか。法律上

もできないのですか。 

 

課長補佐 県の同意が必ず必要です。法律上そのようになっています。 

 

７ 番  面積的な軽減や免除などはないのですか。段階的な方法もないのですか。 

 

課長補佐 現状ではありません。 

 

議 長  本市ではないが、農振除外で市に圧力がかかり、県の裁定で解決されたことも

ありましたので、農振の問題は難しいところがあります。今の意見を市も斟酌

していただくようお願いします。 

 

３ 番  人・農地プランが出来ていないところは、委員がホローして進めるようにとの

ことで、農業委員会ではそれぞれのブロック会議で対応しています。平田市辺

地区では、上羽田の南方が出来ていないので、入ってやってはいますが、区長

や農業組合長に言っても農業委員が取りまとめないと話が進まない状況です。

先日の委員研修会で市の農政部局が主体性をもって進めるようにとの話があり
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ましたが、農業水産課が先頭をきっていただきたい。委員がサポートをします

のでよろしくお願いします。 

 

議 長  農地中間管理事業法の改正で、人・農地プランの推進について、行政が主体性

を持って推進し、それを農業委員会がバックアップすることが明記されました。

委員会の重点事項でもありますので、農業水産課におかれては、強力に推進い

ただくようお願いいたします。 

 

事務局  農振除外については、五つの視点があり、その一つに農地の有効な利用集積に

支障が無いかどうかを見ます。人・農地プランの作成については、農振除外も

関係しますので、農業委員会も農業水産課と連携しながら進めたいと考えてい

ますので、ご理解をお願いします。 

 

議 長  それでは、質疑を終了し、議案第６号東近江農業振興地域整備計画の一部変更

につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、事務局長の専決事項として処理しております、報告第１号「農地法第５

条第１項第６号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第２号「２

アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について」、報告第３号「農

地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、報告第４号「農地

の貸借権の合意解約の報告について」を事務局に一括して報告を求めます。 

 

事務局  それでは、報告第１号から報告第４号まで、一括して報告させていただきます。 

 

まず、報告第１号、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

    議案書１０ページをご覧ください。 

 

１番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市林町に居住する者で、譲渡人は、大阪市都島区に居

住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市宮荘町字清水ケ井○○○番○で、登記地目は「雑種

地」、現況地目は「畑」で、面積は４７平方メートルとなります。 

位置については、市立五個荘あじさい幼児園から西へ約３６０メートル離れた

「第 1種中高層住專」内に位置します。 

転用目的は、住宅です。 

届出地は、周囲を住宅と道路に囲まれており、付近への影響もなく適正と認め

受理したものです。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

以上、１件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事

務局長の専決事項」第８号により交付しております。  
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事務局  次に、報告第２号、２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告につい

てを報告させていただきます。 

     議案書１１ページをご覧ください。 

１番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市種町に居住し、約９８アールの経営面積を持つ農業

者で、届出の所在地は、東近江市種町字堂前○○○○番で 登記地目、現況地

目共に「畑」で、面積３０５平方メートルの内、１９８．６９平方メートルに

農作業場を建築するために届出されたものです。 

届出理由につきましては、申請人は種町に居住しており、耕作面積の増加に伴

い、これに対応する農業用機械を増設する施設が必要となったため届出があっ

たものです。 

利用計画につきましては、平屋建て農作業場１棟、床面積５６．４２平方メー

トルで、乾燥機２台と籾摺機１台を設置し農作業場として利用するとのことで

す。 

届出地は、そらの鳥こども園から北へ約２６０メートルに位置し、田と宅地に

囲まれた都市計画法の市街化調整区域内の農振白地で、関係書類も添付されて

おり、転用については支障なく適正と認め受理したものです。 

担当農業委員は、○○○○委員です。 

 

以上、１件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第９条「事務

局長の専決事項」として交付しております。 

 

事務局  続いて、報告第３号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告につい

てを報告させていただきます。 

議案書１２ページから１４ページをご覧ください。 

 

今回の番号 1 から番号１８番につきましては、全て相続により所有権を取得さ

れたものです。 

届出人について、「あっせん希望の有無」については、すべて「無」となって

おります。 

なお、届出をされた者への受理通知につきましては、届出された農地について

「農地台帳」等関係書類により確認後、第１４条「専決事項」第９号「その他

軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務局長の専決により交付してお

ります。 

 

事務局  次に、報告第４号、農地の貸借権の合意解約の報告についてを報告させていた

だきます。 

議案書１５ページから１７ページをご覧ください。 

 

賃貸借権及び使用貸借権の合意解約について説明をします。 

はじめに、賃貸借権の合意解約につきましては、1番から４番までです。 

届出の 1番、２番、４番が「農業経営基盤強化促進法」によるものの解約で、 

届出の３番が「農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地利用配分計

画」によるものの解約です。 

また、農地中間管理事業に関連する届出は、届出３番が「農地中間管理機構と

担い手によります農地利用配分計画」の解約で、届出４番は、「所有者と農地
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中間管理機構との農業経営基盤強化促進法による利用権」の解約ということで

届出されたものです。 

解約理由につきましては、届出 1番、２番が貸替えに伴う解約、届出３番、４

番が売買に伴う解約となっています。 

使用貸借の合意解約につきましては、１番から９番までです。 

届出１番と５番につきましては「農地中間管理事業の推進に関する法律」によ

るもので、それ以外が「農業経営基盤強化促進法」によるものです。 

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、届出１番と５番が「農

地中間管理機構と担い手によります農地利用配分計画」の解約で、届出２番、

３番４番、６番は「所有者と農地中間管理機構との農業経営基盤強化促進法に

よる利用権」の解約ということで届出されたものです。 

解約理由につきましては、全て売買に伴う解約となっています。 

 

以上、報告第１号から第４号の報告とします。 

 

議 長  事務局の報告が終わりました。 

ただいまの報告事項について、何かご意見はございますか。 

 

議 長  他にないようですので、それでは、これで「報告事項」を終わります。 

 

議 長  以上で本日の議事及び協議、報告案件はすべて終了致しました。 

これをもって令和元年度、第５回、８月期の月例総会を終了致します。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

議 長   ○ ○  ○ ○ 

     

     

１７ 番   ○ ○  ○ ○ 

 

 

１８ 番   ○ ○  ○ ○ 


